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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

一 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律

に 基 づ く 指 定 地 域 相 談 支 援 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準

（ 平 成 二 十 四 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 二 十 四 号 。 以 下 「 算 定 告 示 」

と い う 。 ） 別 表 第 １ の １ の イ の 地 域 移 行 支 援 サ ー ビ ス 費 (Ⅰ
)

を 算

定 す べ き 同 １ の 注 １ に 規 定 す る 指 定 地 域 移 行 支 援 事 業 者 の 基 準 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

イ ・ ロ （ 略 ） 

ハ 指 定 地 域 移 行 支 援 事 業 所 が 、 法 第 五 条 第 二 十 一 項 に 規 定 す る

精 神 科 病 院 、 指 定 基 準 第 一 条 第 二 号 に 規 定 す る 障 害 者 支 援 施 設

等 、 同 条 第 三 号 に 規 定 す る 救 護 施 設 等 又 は 同 条 第 四 号 に 規 定 す

る 刑 事 施 設 等 と の 緊 密 な 連 携 体 制 を 確 保 し て い る こ と 。 

一 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律

に 基 づ く 指 定 地 域 相 談 支 援 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準

（ 平 成 二 十 四 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 二 十 四 号 。 以 下 「 算 定 告 示 」

と い う 。 ） 別 表 第 １ の １ の イ の 地 域 移 行 支 援 サ ー ビ ス 費 (Ⅰ
)

を 算

定 す べ き 同 １ の 注 １ に 規 定 す る 指 定 地 域 移 行 支 援 事 業 者 の 基 準 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

イ ・ ロ （ 略 ） 

ハ 指 定 地 域 移 行 支 援 事 業 所 が 、 法 第 五 条 第 二 十 項 に 規 定 す る 精

神 科 病 院 、 指 定 基 準 第 一 条 第 二 号 に 規 定 す る 障 害 者 支 援 施 設 等

、 同 条 第 三 号 に 規 定 す る 救 護 施 設 等 又 は 同 条 第 四 号 に 規 定 す る

刑 事 施 設 等 と の 緊 密 な 連 携 体 制 を 確 保 し て い る こ と 。 

二 ～ 八 （ 略 ） 二 ～ 八 （ 略 ） 


